
く
ま
の
・
み
ら
い
保
育
園
の

運
営
管
理
は
、
指
定
管
理
者
制

度
（
※
１
）
に
よ
っ
て
行
い
ま

す
。当

施
設
の
事
業
目
的
を
達
成

で
き
る
事
業
者
に
委
託
で
き
る

よ
う
、
認
可
保
育
所
を
運
営
す

る
社
会
福
祉
法
人
の
内
、
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
か
ら

提
案
を
受
け
、
最
適
の
次
の
事

業
者
を
指
定
管
理
者
に
決
定
し

ま
し
た
。
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く
ま
の
・
み
ら
い
保
育
園
は
、

熊
野
町
の
未
来
を
担
う
次
世
代

育
成
支
援
の
拠
点
施
設
で
あ
り
、

０
〜
５
歳
の
各
年
齢
ご
と
の
保

育
室
や
遊
戯
室
に
加
え
て
、

①
病
後
児
保
育
、
一
時
保
育
の

専
用
保
育
室

②
子
育
て
中
の
保
護
者
に
対
す

る
相
談
、
情
報
提
供
等
の
支

援
活
動
や
交
流
に
使
用
で
き

る
子
育
て
交
流
室

な
ど
を
備
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、施
設
の
隣
接
地
に
は
、

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
安

全
で
快
適
な
憩
い
の
場
と
し
て

「
つ
ど
い
の
広
場
」
を
併
設
し

て
い
ま
す
。

既
存
の
保
育
所
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
く
ま
の
・
み
ら
い

保
育
園
が
、
過
密
な
状
況
と
な

っ
て
い
る
西
部
地
域
の
児
童
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

入
所
定
員
の
適
正
化
を
図
る
と

と
も
に
、
町
全
域
を
対
象
に
病

後
児
保
育
、
一
時
保
育
を
始
め

と
し
た
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
ま
す
。（
次
頁
の
保

育
所
入
所
申
込
案
内
参
照
）

次
の
日
程
に
よ
り
、
町
民
の

方
を
対
象
と
し
た
、
施
設
見
学

会
を
実
施
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
気
軽
に
お
立
寄
り

く
だ
さ
い
。

と
　
き

12
月
９
日
（土）
・
10
日
（日）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ

熊
野
町
大
字
神
田
94
番
地
２

問
合
せ
先

福
祉
課
　
児
童
福
祉
係

℡
820
―

５
６
０
５
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次
世
代
育
成
支
援
の
拠
点
施
設

↑くまの・みらい保育園の正面玄関

熊野町では、第四次の総合基本計画において「三世
代が住みよい緑の生活創造都市・熊野町」を基本理念
としたまちづくりを目指しています。その重点施策の
一環として、町民の多様なニーズに応え保育サービス
の拡充を図る新たな多機能保育所「くまの・みらい保
育園」の整備を進めてきました。
この度、関係者や近隣住民の皆さまの御支援と御協
力により、無事完成し、平成19年 4 月から運営開始
します。

↑病後児保育の専用
保育室

↑０歳児の保育室

社会福祉法人 
微妙（みみょう）福祉会 名　　称 

広島市南区東雲本町 
二丁目12－20所 在 地  

みみょう保育園、第二みみょ
う保育園、段原みみょう保育
園（いずれも広島市南区） 

保育所の
運営状況 

昭和47年３月31日 設　　立 

松尾　龍一 理 事 長  

（
※
１
）
指
定
管
理
者
制
度
・
・

町
に
か
わ
り
、
公
共
施
設
の
管

理
運
営
業
務
全
般
を
行
う
制
度

入所の対象
熊野町に住所を有し、保護者（同居の祖父母

等も含む）が働いているなど、昼間家庭で保育

することができないと認められる乳幼児（おお

むね６ヵ月以上で小学校就学前まで）に限りま

す。（日々の通園や集団保育が可能であること。）

入所の決定
①状況を聴取して、家庭での保育が困難と認

められたとき、保育の必要性が高い乳幼児

から入所を決定します。（先着順ではありま

せん。）

②入所の希望の多い保育所・年齢については、

保護者の勤務形態等により決定します。

※保育所の定員に余裕のない時は、希望の保

育所に入所できない場合があります。また、

入所基準に満たない場合は入所できません。

申込書の配布
・配布場所　各保育所、福祉課

・配布開始日　12月11日（月）

申請受付日時と場所
申請には、家庭の状況や入所児童の様子が

わかる人がお越しください。

◎年度途中に産休・育児休業が満了し、職場
復帰予定の方（年度途中の入所希望者）
平成19年度（平成19年４月～20年３月）の間に

産休・育休期間が満了し、保育所入所を希望さ

れる方も、受付期間内に申請してください。

年度途中に申請されると、入所できない場

合があります。

町内保育所案内
◎延長保育及び病後児保育の利用には、保

育料の他に保育保護者負担金が必要です。

◎病後児保育は「くまの・みらい保育

園」で実施しますが、町内の他保育

所に入所している病気の回復期の児

童も利用できます。

◎一時保育は、保育所に入所していない

町内の児童で一時的な保育を希望され

る方が対象です。利用方法等の詳細に

ついては後日広報でお知らせします。
12月18日（月）～ 

１月22日（月） 

時間 

8：30～ 
17：30

場所 

福祉課 

日にち 

※年末年始、土日祝日は除きます。 
※１月15日（月）・16日（火）は、午後８時まで 
　受け付けます。 

平
成
19
年
度
（
平
成
19
年
４
月
〜

20
年
３
月
）
の
入
所
を
希
望
す
る
人

（
在
所
児
以
外
）
は
、
次
の
と
お
り
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
在
所
児
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
を

と
お
し
て
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
課
　
児
童
福
祉
係

℡
820
―

５
６
０
５

定 員 

保育時間 

延長保育 

病後児保育 

一時保育 

くまの・みらい 
保 育 園  

150人 

7：30～18：30

19：30まで 

実施 

実施 

熊野町中央 
保 育 所  

90人 

19：00まで 

 

 

保 育 所  
ひかり学園 

150人 

初神保育園 

60人 

 

次世代育成支援の拠点施設
くまの・みらい保育園　竣　工


